
平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
提
出

質

問

第

九

七

号

政
府
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
取
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

三

津

枝
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政
府
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
取
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
関
す
る
先
の
質
問
主
意
書
は
、
閣
議
決
定
で
あ
る
現
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
現
在
も
効
力

を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
こ
に
明
記
さ
れ
た
原
子
力
政
策
と
現
在
の
政
府
の
原
子
力
政
策
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
現
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
撤
廃
、
廃
止
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
政
府
答
弁
書
は
、
「
政
策
推
進
の
全
体
像
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
現
行
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
白
紙
見
直
し
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
現
在
そ
の
見
直
し
の
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
「
閣
議
決
定
（
で
あ
る
現
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
）
に
違
反
す
る
状
態
」
に
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
全
く
の
詭
弁
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
現
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
現
在
も
な
お
「
効
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
」
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
別
の

閣
議
決
定
を
持
ち
出
し
て
同
計
画
の
「
見
直
し
」
の
根
拠
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
先
の
質
問
主
意
書
に
対
し
、
真
正
面

か
ら
答
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
端
的
に
以
下
の
諸
点
を
再
度
質
問
す
る
の
で
、
納
得
の
い
く
答
弁
を
求
め
る
。

一

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
は
、
「
政
策
推
進
の
全
体
像
」
（
平
成
二
十
三

一



年
八
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
よ
っ
て
、
廃
止
あ
る
い
は
そ
の
効
力
を
失
っ
た
の
か
。

二

廃
止
あ
る
い
は
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
政
策
推
進
の
全
体
像
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
後
の
平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
六
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
い
て
、
な
ぜ
、
枝
野
経
済
産
業
大
臣
は
「
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が

一
定
の
そ
の
拘
束
力
を
今
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
た
の
か
。
整
合
性
の
あ
る
は
っ
き
り
と
し

た
答
弁
を
求
め
る
。

三

他
方
、
廃
止
あ
る
い
は
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
原
子
力
発
電
を
電
源
構
成
の
五
〇

％
と
し
、
十
四
基
以
上
の
原
子
力
発
電
所
を
増
設
し
、
そ
の
稼
働
率
を
九
割
に
引
き
上
げ
る
と
明
記
し
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基

本
計
画
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
と
「
政
策
推
進
の
全
体
像
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
五
日
閣
議
決

定
）
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


